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08年（平成 20年）５月末「市民の目フォーラム北海道」相談受理状況  

20.4.1～5.31( )内は、20年 1月からの累計で内数 

相   談   等   の   内   容 相     談     者     区     分 

手     段 メール 電話 その他 警察職員 OB 一般市民 計 

警察関係 

相談等 

苦 情  1( 3)     (1)  1 ( 4)       1 ( 4) 

相 談    ( 3) 6(11) 1( 1)  3( 7) 4 ( 8) 7 (15) 

要 望    1( 1)      1 ( 1)     1 ( 1) 

情報提供  ( 1)     ( 2)  ( 2)   ( 1) ( 3) 

その他 10(10) 1( 1)   11(11) 11(11) 

その他の相談       

合       計 10(14) 9 (18) 1( 2) 3 ( 9) 17 (25) 20 (34) 

※ 市民の皆さん、警察問題だからと言って泣き寝入りせず遠慮なくメールや電話で相談して下さい。相談は無料です。 

 

08年（平成 20年）４月１日からホームページで動画配信を開始 

20. 5.18  原田代表、食肉偽装事件告発ドキュメント映画「ハダカの城」上映館で語る 

20. 4. 7 「全国警察を揺るがした元道警釧路方面本部長の裏金証言」(19コマ) 

20. 4. 3 「可視化問題の講演(質疑)」( 3コマ)  

20. 4. 1 「可視化問題の講演」       (9コマ)  

 

日弁連主催の「国連の拷問禁止委員の勧告を実現するシンポジウム」に出席 

20.4.16 日本弁護士連合会主催のシンポ「国連拷

問禁止委員会勧告実現のために、今何をすべきか」 

 

４月１１日、午後６時から東京都千代田区霞ヶ関

の弁護士会館で日本弁護士連合会主催のシンポジ

ウム「国連拷問禁止委員会勧告実現のために、今

何をすべきか」が開かれ「市民の目フォーラム北

海道」の原田宏二代表が参加した。最初に、国連

拷問禁止委員会(以下、委員会という)日本政府報

告書審査主査フェルナンド・マリーニョ・メネン

デス氏が、自白及び取調べ、代用監獄、死刑禁止

等の問題について委員会が勧告で日本政府に何を
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求めたのか等を基調講演。続いてパネルディスカ

ッションが行われた。パネリストは今井直氏（宇

都宮大学国際学部教授）、海渡雄一氏（日弁連拷

問禁止条約に関する協議会事務局長）、コーディ

ネーターは海渡雄一氏が務めた。その後、小池振

一郎弁護士（東京第二弁護士会）等が代表質問。

原田代表も警察ＯＢとして発言を求められ「日弁

連や国会も警察の現場の実態を知るべきだ」とコ

メントした。同代表は講演を聞いて「日本政府が、

未だに国際機関の勧告を無視していることを知っ

て驚いた。そして多くの国民が無関心なのも問題

だ。当フォーラムも当面の活動重点として取り組

んで行く必要がある」と語った。条約の正式名は

「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷

つける取扱い又は刑罰に関する条約」。同条約は、

昭和 59年に国連総会で採択され、同 62年に発効。

日本政府は、平成 11 年６月に同条約を批准した。

批准・発効後１年以内に実施状況に関する報告書

提出の義務があるが提出したのは平成 17年 12月。

委員会は、条約の批准国の実効的実施状況を監視

するために同条約に基づき設置された国際機関。

日本国政府は同条約の批准国として、委員会から

勧告された点について改善に向けて努力する義務

を負う。報告を受けた委員会は平成 19年５月、日

本政府に勧告をしたが、その主要部分を紹介する。 

① 代用監獄の廃止  

代用監獄（勧告では「DAIYO-KANGOKU」と日本語が

使われている）が、広くかつ組織的に利用されて

いることが懸念される。未決拘禁が国際的な最低

基準に合致するものになるよう、速やかに効果的

な措置を取るべきである。とりわけ、未決拘禁期

間中の警察の留置場の使用を制限するべく刑事被 

収容者処遇法を改正すべきである。 

② 全取調べの可視化 

刑事裁判における自白に基づいた有罪の数の多

さ、条約に適合しない取調べの結果なされた任意

性のない自白が、裁判所で許容されていることが

懸念される。被拘禁者の取調べが、全取調べの電

子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人への

アクセス、弁護人の取調べの立会いといった方法

により体系的に監視され、かつ記録は刑事裁判に

おいて利用可能となることを確実にすべきである。 

 

委員会は、このほかに死刑制度、入国管理及び

難民認定制度等の改善勧告をしているほか、この

勧告を受けて日本政府がどのように対応したかを

１年後に報告を求めている。～中略～「代用監獄」

とは、平成 18年６月に成立した「刑事施設及び受

刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律

（受刑者処遇法改正法）」で逮捕・勾留者を刑事

施設（拘置所）に収容することに代えて警察の留

置施設に収容することができるとされている「代

用刑事施設」のことを指している。これによって、

旧監獄法が廃止されるとともに、未決拘禁者の処

遇等に関する規定は、刑事施設及び受刑者の処遇

等に関する法律に統合され、平成 19年６月から法

律名も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関

する法律」となった。～中略～我が国の刑事司法

は、「自白は証拠の王」とする考え方が根強い。

これを支えているのが、刑事訴訟法の長期勾留制

度と代用刑事施設（留置場）である。刑事司法の

入り口部分を担当する警察は、自白獲得のために

この２つの制度を当然のことのように利用してい

る。～中略～日本政府は、平成５年には、国際人

権(自由権)規約委員会から「代用監獄制度が警察

と個別の官庁の管理下にないこと」が指摘され、

平成 10年には「代用監獄が捜査を担当しない警察

の部局の管理下にあるものの、分離された当局の

管理下にない」と指摘されている。このように代

用監獄の廃止は、既に 15年も前から国際的に指摘

されている問題。配付資料には「自白強要や非人

道的処遇を許す、わが国の人権状況につきつけら

れたもの」とある。 

国際社会も驚く「DAIYO-KANGOKU」が、先進国日

本に存在すること自体、恥だと思わなければなら

ない。～中略～鹿児島の志布志事件をはじめ全国

各地で警察の違法捜査による冤罪・無罪事件が明

らかになっている昨今、現場の警察官も警察の捜

査が、国際的にもこうした評価を受けていること

を知るべきであろう。 
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ＣＥＦＨニュース  最近のＨＰへのアップ記事一覧 

１ ＣＥＦＨの活動 

20. 3. 5 広がる市民の目 裁判傍聴記 

20. 3. 9 原田宏二代表が「適正化指針では何も 

変わらない」と講演（動画配信） 

20. 4. 5 「市民の目フォーラム北海道」総会 

20. 4.20 日本弁護士連合会主催のシンポ 

20. 5. 1 雪印食品・牛肉偽装詐欺事件を告発した 

西宮冷蔵社長の記録映画「ハダカの城」上映案内 

20. 5.12 ミートホープ社の牛ミンチ偽装事件の

内部告発者との対談 

２ 警察関連 News  

20. 3.18 地に堕ちた警備・公安警察 

続く幹部の不祥事 その背景にあるもの 

20. 3.22 宮城県警のカラ出張で最高裁が差戻し 

仙台市民オンブズマンの追及は続く 

20. 3.31 次々と暴かれる違法捜査の実態 

警察も録音・録画 警察庁が方針転換か？ 

20. 4. 4 茨城県 8人殺傷事件にみる刑事警察の姿

(その 1)  未解決凶悪事件が多い茨城県警 

20. 4.10 茨城県 8人殺傷事件にみる刑事警察の姿

(その 2)  茨城県警の失態 警察庁の刑事警察強化への疑問 

20. 4.13 またも、仙台オンブズマンが勝訴  

宮城県警の報償費 ほとんどが架空支出(記事/別掲) 

20. 4.20 少年たちは保護されているか 

北海道函館中央署の杜撰な捜査に無罪判決(1) 

20. 5. 3 少年たちは保護されているか 

北海道函館中央署の杜撰な捜査に無罪判決(2) 

20. 5.10 警察官の淫行続発 警察官の職務倫理とは何か 

20. 5.13 北海道警察の裏金報道等をめぐる訴訟 

元道警本部長芦刈勝治氏の証人採用決定(記事/別掲) 

20. 5.25 ミートホープ社偽装牛ミンチ事件から見

えるもの（その 2）北海道警察と北海道新聞の不可解な対応 

３ 警察裏金問題の基礎知識 

20. 3.15 第 12回 警察の裏金疑惑と北海道議会

(その 2) 道議会与党１００条委員会設置否決７回 

20. 4.25 第 13回 警察の裏金疑惑に腰を引く検

察庁（その１）巨大な警察のヤミにはどう切り込むか  

４ 公安委員会って何してるの 

20. 5.18 第 10回 警察は高齢者を守ってくれないのか 

５ 新コーナーのお知らせ 

ＨＰの「くにおの警察日記」に代わり、５月か

ら「月刉公安パンチ 警備公安の光と影」の連載

を始めた。警備公安担当の警察ＯＢが、国民に知

られていない警備警察部門の実態に鋭く迫る。 

 

別掲 警察関連ＮＥＷＳ 

20.4.13 またも、仙台市民オンブズマンが勝訴 宮城

県警の捜査報償費/ほとんどが架空支出（北海道でも

同じ趣旨の訴訟が進行中） 

 仙台市民オンブズマン（以下、オンブズという）

が、宮城県警総務課の平成６、７年度の旅費支出

はカラ出張だったなどとして、最高裁に上告して

いた旅費の返還を求めた訴訟について、最高裁が

平成２０年３月１７日に差し戻し判決を下した。

それに続いて、オンブズが平成１１年度の宮城県

警刑事部、交通部及び警備部の捜査報償費の支出

に関する一切の資料の開示を請求（平成 14年５月

20 日）したのに対して、警察本部長が一部非開示

とした処分（同年６月 20日）について、オンブズ

がその取り消しを求めた訴訟で、３月 31日、仙台

地裁は「ほとんど実態のない架空の支出で、非開

示処分は裁量権を逸脱している」と原告（オンブ

ズ）の主張を認め、関連文書のほぼ全面開示を命

じる判決を下した。～中略～北海道でも平成 19年

９月、札幌の市川守弘弁護士が道警本部長を相手

取って札幌地裁に提起した「公文書一部非開示決

定処分取消請求事件」がある。この訴訟は、同弁

護士が平成 17年４月、「北海道警察本部銃器対策

課が平成 12年４月から同 14年６月まで作成した

一切の会計書類」の開示を請求。道警本部長が平

成17年６月に一部非開示の決定をした処分の取り

http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#20.4.5
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#20.4.16
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#20.5.1
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.4.28
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.4.28
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.4.28
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.4.28
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.5.13
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.5.13
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatu1#13
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatu1#13
http://www.geocities.jp/shimin_me/kouan-a.htm#10
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消しを求めるもの。平成 17年８月、北海道公安委

員会に対し審査請求の申し立てを行ったが請求を

棄却。更に、道警の裏金疑惑を告発した元釧路方

面本部長原田宏二と元弟子屈警察署次長齋藤邦雄

が、情報公開・個人情報保護審査会で道警の裏金

システムの実態について陳述している。同弁護士

は、札幌地裁に提出の「準備書面」でこう指摘し

ている。北海道監査委員の監査結果は、平成 12年

度の銃器対策課の捜査用報償費の違法支出の割合

が、警察本部全体の約４割を占めるという異常さ。

旅費に至っては警察本部の違法支出のほとんどが

銃器対策課となっている。従って、本件被告(道警

本部長)の主張は、全くその実体とかけ離れた事実

に基づく主張ということになる。～中略～今回の

仙台地裁の判決は同じような訴訟にも影響を与え

ると見られ道警銃器対策課の訴訟にも一定の影響

があるのではないかとも予想される。～以下省略～ 

20.5.13 北海道警察の裏金報道等をめぐる訴訟  

元道警本部長芦刈勝治氏の証人採用決定 

佐々木友善元道警総務部長が、株式会社北海道新

聞社、株式会社旬報社、株式会社講談社、北海道

新聞の記者高田昌幸、同佐藤一を相手取り、名誉

を毀損されたなどとして、６００万円の慰謝料の

支払いなどを請求した訴訟等で、５月 12日、札幌

地裁は芦刈勝治元道警本部長等の証人採用を決定

した。口頭弁論の日程・証人等は次のとおり。 

【( )は、道警裏金疑惑発覚当時の役職】(文中敬称略) 

７月１４日 午後１時３０分から 

①証人 芦刈勝治（道警本部長） 

②証人 中原洋之輔 

(北海道新聞記者 「道警裏金取材班」サブキャップ) 

③被告 佐藤 一 

(北海道新聞記者 「道警裏金取材班」キャップ) 

８月１８日 午後１時３０分から 

①原告 佐々木友善（道警総務部長） 

【注：損害賠償請求事件では被告】 

②被告 高田一幸（北海道新聞報道本部次長 デスク） 

 慰謝料等請求事件は、平成 18年５月、原告佐々

木友善元道警総務部長が、北海道新聞取材班等が

著者となり、株式会社旬報社が出版した「警察幹

部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」と株式会社講談

社が出版した「追及・北海道警『裏金』疑惑」の

両書籍に捏造記事を掲載されたことにより著しく

名誉を毀損され甚大な精神的苦痛を被ったとして、

北海道新聞社、旬報社、講談社、北海道新聞の高

田一幸、佐藤一を相手取り、慰謝料等を請求した

事件。旬報社の「警察幹部を逮捕せよ！」は、道

警の裏金問題を中心にジャーナリストの大谷昭宏、

作家の宮崎学と道新の高田、佐藤が道警の裏金問

題を対談形式で述べた内容が記述されている。そ

の中で～中略～「その時、総務部長は、本部長(証

人芦刈勝治のこと)から『よくもこんな下手をうっ

てくれたな』と叱責されたらしい」という記述が、

道新と高田、佐藤によって創作された内容虚偽の

捏造記事であると主張している。一方、原告の訴

状にある書籍「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金

作り」は、ジャーナリストの大谷昭宏と作家の宮

崎学が、この著書は被告の高田、佐藤との共同著

作であり、この訴訟で高田、佐藤が敗訴し原告に

対する損害賠償責任を負うと認定されると、被告

高田、佐藤と大谷、宮崎との間で求償関係が生じ

る可能性があるとして、平成 18 年８月、大谷と宮

崎は札幌地裁に「補助参加」を申し出て認められ

た。更に、大谷と宮崎は、同年 10月、東京地裁に

佐々木を相手取って名誉毀損を理由に 2,200万円

の損害賠償を求める訴訟を提起。この事件は、被

告佐々木友善が、平成 18年５月、慰謝料等請求事

件提起時に記者会見を開き「２冊の書籍に掲載さ

れた４件のねつ造記事」等と発言したのは、大谷、

宮崎の名誉を毀損するというもので、この事件は、

札幌地裁で併合審理中。今回の証人採用は、両事

件に関するもので、これまで口頭弁論が９回行わ

れたが、証人決定で訴訟は最大の山場を迎える。 

 

ホームページ http://shimin-me.net 

イベントのご案内（予告）  ドキュメント映画

「つくられる自白～志布志の悲劇」映写会計画中。

日時等が決定次第ホームページでお知らせします。 

http://shimin-me.net/

